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○
環
境
省
令
第
二
十
九
号

浄
化
槽
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十

八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
並
び
に
第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
環
境
省
関
係
浄
化
槽
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日

環
境
大
臣

小
池
百
合
子

環
境
省
関
係
浄
化
槽
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

環
境
省
関
係
浄
化
槽
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
厚
生
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
放
流
水
の
水
質
の
技
術
上
の
基
準
）

第
一
条
の
二

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
浄
化
槽
か
ら
の
放
流
水
の
水
質
の
技
術
上
の
基
準
は
、
浄
化
槽
か
ら
の
放
流

水
の
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
が
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
二
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
こ
と
及
び
浄
化
槽
へ
の
流
入
水
の
生
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物
化
学
的
酸
素
要
求
量
の
数
値
か
ら
浄
化
槽
か
ら
の
放
流
水
の
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
の
数
値
を
減
じ
た
数
値
を
浄
化
槽

へ
の
流
入
水
の
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
の
数
値
で
除
し
て
得
た
割
合
が
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
た

だ
し
、
み
な
し
浄
化
槽
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
条
中
「
第
四
条
第
五
項
」
を
「
第
四
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
イ
中
「
前
条
」
を
「
第
一
条
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
四
条
第
六
項
」
を
「
第
四
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と

し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

法
第
七
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
使
用
開
始
後
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
五
月
間
と
す
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
設
置
後
等
の
水
質
検
査
の
報
告
）

第
四
条
の
二

法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
毎
月
末
ま
で
に
、
そ
の
前
月
中
に
実
施
し
た
設
置
後
等
の
水
質
検

査
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
七
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一

設
置
後
等
の
水
質
検
査
を
行
つ
た
年
月
日

二

浄
化
槽
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三

設
置
場
所

四

法
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
定
を
受
け
て
い
る
浄
化
槽
に
あ
つ
て
は
、
当
該
浄
化
槽
を
製
造
し
た
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
浄
化
槽
の
名
称

五

浄
化
槽
工
事
及
び
保
守
点
検
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
（
設
置
後
等
の
水
質
検
査
の
前
に
清
掃
を
行
つ
た
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
清
掃
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
含
む
。
）

六

設
置
後
等
の
水
質
検
査
の
結
果
（
浄
化
槽
の
機
能
に
障
害
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
原
因
を
含
む
。
）

第
九
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
定
期
検
査
の
報
告
）

第
九
条
の
二

第
四
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
の
二
中
「
設
置
後
等
の
水
質
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
定
期
検
査
」
と
、



- 4 -

同
条
第
二
項
第
五
号
中
「
浄
化
槽
工
事
及
び
保
守
点
検
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
（
設
置
後
等
の
水
質
検
査
の
前
に
清

掃
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
清
掃
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
前
回
の
定
期
検

査
（
定
期
検
査
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
浄
化
槽
に
あ
つ
て
は
、
設
置
後
等
の
水
質
検
査
）
の
後
に
保
守
点
検
及
び
清
掃
を
行

つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
廃
止
の
届
出
）

第
九
条
の
三

法
第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
一
号
の
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
様
式
第
一
号
」
を
「
様
式
第
一
号
の
二
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
を
様
式
第
一
号
の
二
と
し
、
様
式
第
一
号
と
し
て
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

（

）

様
式
第
一
号

第
九
条
の
三
関
係

浄
化
槽
使
用
廃
止
届
出
書

年
月

日
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都道府県知事 保健所を設置する市又は特別区にあつては 市長又は区長 殿（ ）、

届出者

住所

氏名 法人にあつては 名称及び代表者の氏名 印（ ）、

電話番号

浄化槽の使用を廃止したので 浄化槽法第１１条の２の規定により 次のとおり届け出ます、 、 。

１ 設置場所の地名地番

２ 使用廃止の年月日 年 月 日
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３ 処理の対象 ①し尿のみ ②し尿及び雑排水

４ 廃止の理由

※事務処理欄

（ ）注意

１ ※欄には 記載しないこと、 。

２ ３欄は 該当する事項を○で囲むこと、 。

備考 １ 記名押印に代えて 署名することができる、 。

２ 用紙の大きさは 日本工業規格Ａ列４番とする、 。

（

様 式 第 八 号 裏 を 次 の よ う に 改 め る 。

）
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（ ）様式第八号 第五十八条関係

（ ）裏

浄 化 槽 法 抜 す い

（ ）報告徴収 立入検査等、

当該行政庁は この法律の施行に必要な限度において 次に掲げる者に その管理する浄化第 条53 、 、 、

槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。

一 浄化槽管理者

二 浄化槽製造業者

三 浄化槽工事業者

四 浄化槽清掃業者

五 第 条第３項の規定により委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者又は浄化槽管理士10

六 指定検査機関



-
8

-

七 第 条第１項第２号又は第 条第１項第２号に規定する指定講習機関42 45

八 第 条第４項又は第 条第４項に規定する指定試験機関43 46

２ 当該行政庁は この法律を施行するため特に必要があると認めるときは その職員に 前項各号、 、 、

に掲げる者の事務所若しくは事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り 帳簿書類その、

他の物件を検査させ 又は関係者に質問させることができる ただし 住居に立ち入る場合におい、 。 、

ては あらかじめ その居住者の承諾を得なければならない、 、 。

３ 前項の場合には 当該職員は その身分を示す証明書を携帯し かつ 関係者の請求があるとき、 、 、 、

は これを提示しなければならない、 。

４ 第２項の権限は 犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない、 。

次の各号のいずれかに該当する者は 万円以下の罰金に処する第 条64 30、 。

（ ）一 十 略～

十一 第 条第２項 同条第１項第７号又は第８号に掲げる者に係る部分を除く 以下この号にお53 （ 。

いて同じ の規定による検査を拒み 妨げ 若しくは忌避し 又は同条第２項の規定による質）。 、 、 、
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問に対して答弁をせず 若しくは虚偽の答弁をした者、

次の各号のいずれかに該当するときは その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関第 条65 、

の役員及び職員は 万円以下の罰金に処する30、 。
（ ）一 三 略～

四 第 条第２項 同条第１項第７号又は第８号に掲げる者に係る部分に限る 以下この号におい53 （ 。

て同じ の規定による検査を拒み 妨げ 若しくは忌避し 又は同条第２項の規定による質問）。 、 、 、

に対して答弁せず 若しくは虚偽の答弁をしたとき、 。

附 則

１ こ の 省 令 は 、 平 成 十 八 年 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 設 置 さ れ 、 若 し く は 設 置 の 工 事 が 行 わ れ て い る 浄 化 槽 又 は 現 に 建 築 の 工 事 が 行

わ れ て い る 建 築 物 に 設 置 さ れ る 浄 化 槽 に つ い て は 、 第 一 条 の 二 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。


